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１ 委託業務名 

ホームページリニューアル業務 

 

２ 委託業務 

（１）本業務全体のプロジェクト管理 会議の開催及び会議資料、会議録等必要書類の作成 

（２）CMS・システム・サーバ環境の導入・構築・設定 

（３）ホームページの構造・運用設計及びデザイン制作 

（４）アクセシビリティへの対応 

（５）現ホームページのコンテンツ移行 

（６）操作・運用マニュアルの提供 

（７）操作研修 

（８）保守・運用支援 

（９）その他、本会のホームページにとって有益な独自提案 

 

３ 履行期間 

令和 7年 9月 1日から令和 8年 3月 31日（但し、開始日は契約締結日による）  

 

４ ホームページリニューアルに関する要件 

（１）基本要件 

掲載内容を充実させ、煩雑化した情報を整理し、求める情報への到達を快適にするこ

と。また、情報発信を安易に行える環境を構築すること。 

 

（２）目的把握、課題解決について 

① 色調を統一し、目的の情報までの経路は文字量の少ないシンプルなデザインを採

用すること。 

② 今後の制度改正等に合わせ、掲載内容の拡張ができること。 

③ 専門的な知識・技能の有しない職員によるデータの管理・更新ができるＣＭＳで

構築していること。（月５回程度の更新頻度） 

④ 盗難、災害、不正アクセス、ウイルス感染等の脅威及び危険への対策を講じるこ

と。 

⑤ スマートフォン等各種端末対応ページの構築ができること。 

⑥ 会員ページの維持ができること。 

⑦ トップ画面についてはメインビジュアルスライドを採用し、スライドをクリック
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後、該当ページへ遷移できるものにすること。 

⑧ 掲載したデータについて掲載予約設定、掲載期間の設定を可能にすること。 

 

（３）デザイン性及び利便性等に係る作業要件 

① デザインについては現行のものを参考とし、セキュリティ面や見やすさが損なわ

れる場合、全面リニューアルも可能とする。 

② 本会の所在地を表示する箇所には、GoogleMap 等 Web 上の地図サービスによる本

会周辺地図を埋め込むこと。 

③ トップページを含む各ページは、見やすく、使いやすいデザインであること。 

④ お知らせは、掲載するページを選択できるようにし、トップページ及び該当のペ

ージのお知らせ欄に掲載されるようにすること。 

⑤ お知らせは、その内容の重要性に応じて、トップページを含む全てのお知らせ欄

に掲載できる機能を有すること。 

⑥ 過去のお知らせ一覧を確認できるページを有すること。 

⑦ 各種情報がどこに掲載されているかがわかりやすく、閲覧者が目的のページにた

どり着きやすいデザインであること。 

⑧ スマートフォン等の各種端末及び各種ブラウザでの閲覧に対応していること。 

 

（４）会員専用ページの設置 

「保険者の皆様」のリンク先ページは、会員が IDとパスワードによるログインを必要

とする会員専用ページとすること。 

 

（５）ＣＭＳの導入 

    ページ作成についての専門知識、技術を持たない職員でも、ワープロ感覚で編 

集が可能な CMS の導入と運用ガイドラインの整備を行うこと。 

また、リンク切れ等の管理機能を強化すること。 
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（６）サポート保守について 

① 緊急時の対応障害発生時や災害発生時において、迅速な情報提供やサポート対応

を行うこと。 

② 今後リリースされる OS やブラウザに対応できるよう、システムのバージョンア

ップ費用は保守運用に含まれるサービスであること。 

③ 運用開始後にバージョンアップ等による機能向上やサイトの構成変更等を柔軟に

行えると共に、将来的なシステムの拡張性を考慮すること。 

 

５ 対応時間 

月曜日から金曜日の８時３０分から１７時１５分まで。 ただし、国民の祝日に関する法

律に定める休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日）を除く。なお、詳

細については協議に応じる。 

 

６ 秘密情報保持 

受託者は本業務により知り得た情報を本業務の目的以外に使用、または第三者に開示、漏

えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じるものとする。契約終了後も同

様とする。 

 

７ その他 

（１）運用仕様確定後に内容変更、作業追加等が発生した場合は、契約条項に基づき取扱うも

のとする。 

（２）受託事業者の責による損害等の発生については、受託事業者のリスク負担とする契約と

する。 

（３）個人情報保護に関する契約等を締結する。 

 


